
供
給
設
備
、
消
費
設
備
及
び
特
定
供
給
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
等
の
細
目
を
定
め
る
告
示

平

成

九

年

三

月

十

三

日

通
商
産
業
省
告
示
第
百
二
十
三
号

改
正

平
成
一
二
年
九
月
二
六
日
告
示
第
五
七
四
号

同

一
二
年
一
二
月
五
日
同
第
七
〇
一
号

同

一

七

年

三

月

一

日

同

第

四

二

号

同

二
〇
年
五
月
三
〇
日
同
第
一
一
六
号

同

二

八

年

一

月

二

二

日

同

第

八

号

同

二
九
年
三
月
三
一
日
同
第
八
六
号

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省
令
第
十
一

号
）
第
十
六
条
第
二
十
号
、
第
十
八
条
第
三
号
ワ
、
第
二
十
一
号
及
び
二
十
二
号
、
第
四
十
四
条
第
一
号
ル
、
ヲ
及
び

カ
並
び
に
第
五
十
三
条
第
二
号
ヨ
の
規
定
に
基
づ
き
、
供
給
設
備
、
消
費
設
備
及
び
特
定
供
給
設
備
に
関
す
る
技
術
基

準
等
の
細
目
を
定
め
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

な
お
、
特
定
供
給
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
等
の
細
目
を
定
め
る
告
示
（
昭
和
五
十
五
年
通
商
産
業
省
告
示
第
百
二

十
八
号
）
及
び
特
定
供
給
設
備
及
び
消
費
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準
の
細
目
を
定
め
る
告
示
（
昭
和
五
十
六
年
通
商
産

業
省
告
示
第
二
百
八
十
二
号
）
は
、
平
成
九
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
廃
止
す
る
。

（
貯
槽
の
沈
下
状
況
の
測
定
）

第
一
条

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。

）
第
十
六
条
第
二
十
号
の
規
定
に
基
づ
く
貯
槽
の
沈
下
状
況
の
測
定
は
、
一
年
に
一
回
行
う
も
の
と
す
る
。

(

圧
力
計
の
設
置
等)

第
二
条

規
則
第
十
八
条
第
三
号
ワ
及
び
第
五
十
三
条
第
二
号
ヨ
に
規
定
す
る
圧
力
計
は
、
す
べ
て
の
貯
槽
に
次
に
掲

げ
る
基
準
に
従
っ
て
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

一

圧
力
計
は
、
一
年
ご
と
に
計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
百
四
十
四
条
第
一
項
の
認
定
事
業
者

が
同
法
第
百
三
十
五
条
第
一
項
の
特
定
標
準
器
に
よ
る
校
正
等
を
さ
れ
た
計
量
器
を
用
い
て
同
法
第
百
四
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
圧
力
基
準
器
に
対
応
す
る
期
間
内
に
校
正
を
行
っ
た
圧
力
計
で
あ
っ
て
当
該
圧
力

計
と
同
じ
種
類
の
圧
力
基
準
器
と
同
じ
若
し
く
は
よ
り
高
い
精
度
の
も
の
又
は
同
法
第
七
十
二
条
の
規
定
に
基
づ

く
検
定
証
印
を
付
さ
れ
て
い
る
圧
力
計
で
あ
っ
て
検
定
に
合
格
し
た
後
一
年
以
内
に
あ
る
も
の
（
比
較
を
行
お
う

と
す
る
圧
力
計
の
比
較
の
た
め
の
適
当
な
種
類
の
も
の
に
限
る
。
）
と
比
較
し
た
場
合
に
お
け
る
計
量
値
の
誤
差

が
当
該
圧
力
計
の
目
量
の
二
分
の
一
（
一
定
間
隔
を
も
っ
て
断
続
的
に
指
示
又
は
記
録
を
す
る
装
置
を
有
す
る
圧

力
計
の
場
合
に
あ
っ
て
は
通
常
用
い
ら
れ
る
測
定
範
囲
の
最
大
値
の
千
分
の
五
）
以
内
で
あ
る
こ
と
。
た
だ
し
、

毎
年
定
期
に
同
法
第
十
六
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
検
定
を
受
け
て
こ
れ
に
合
格
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

２

規
則
第
十
八
条
第
三
号
ワ
及
び
第
五
十
三
条
第
二
号
ヨ
に
規
定
す
る
安
全
弁
は
バ
ネ
式
安
全
弁
と
し
、
す
べ
て
の

貯
槽
に
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
。

（
地
下
室
等
の
範
囲
）

第
三
条

規
則
第
十
八
条
第
二
十
一
号
本
文
の
告
示
で
定
め
る
地
下
室
、
地
下
街
そ
の
他
の
地
下
で
あ
っ
て
液
化
石
油

ガ
ス
が
充
満
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
所
（
以
下
「
地
下
室
等
」
と
い
う
。
）
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す



る
。

一

地
下
街
（
延
べ
面
積
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
又
は
建
築
物
の
地
階
（
地
下
街
の
各
階
を

除
く
。
）
で
連
続
し
て
地
下
道
に
面
し
て
設
け
ら
れ
た
も
の
と
当
該
地
下
道
と
を
合
わ
せ
た
も
の
（
延
べ
面
積
が

千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
、
か
つ
、
次
の
イ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
用
途
（
以
下
「
特
定
用
途
」
と
い
う
。
）
の

い
ず
れ
か
に
供
さ
れ
る
建
築
物
（
二
以
上
の
用
途
に
供
さ
れ
る
建
築
物
で
あ
っ
て
、
本
条
の
規
定
す
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
イ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
用
途
の
い
ず
れ
か
に
供
さ
れ
る
建
築
物
と
な
る
も
の
を
含
む
。
以
下
「
特
定
用

途
建
築
物
」
と
い
う
。
）
の
地
階
、
又
は
二
以
上
の
用
途
に
供
さ
れ
る
建
築
物
で
あ
っ
て
、
当
該
建
築
物
の
中
に

特
定
用
途
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
用
途
に
供
さ
れ
る
部
分
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
二
以
上
の
用

途
に
供
さ
れ
る
建
築
物
（
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
異
な
る
二
以
上
の
用
途
の
う
ち
、
一
の
用
途
で
、
当
該
一

の
用
途
に
供
さ
れ
る
建
築
物
の
部
分
が
そ
の
管
理
に
つ
い
て
の
権
原
、
利
用
形
態
そ
の
他
の
状
況
に
よ
り
他
の
用

途
に
供
さ
れ
る
建
築
物
の
部
分
の
従
属
的
な
部
分
を
構
成
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
一
の

用
途
は
、
当
該
他
の
用
途
に
含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。
以
下
「
特
定
複
合
用
途
建
築
物
」
と
い
う
。
）
の
地
階
の

う
ち
、
特
定
用
途
に
供
さ
れ
る
部
分
が
存
す
る
も
の
（
地
階
の
面
積
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
特
定
用
途
に
供
さ
れ

る
部
分
に
限
る
。
）
の
床
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
限
る
。
以
下
「
特
定
地
下
街
等
」

と
い
う
。
）

イ

劇
場
、
映
画
館
、
演
芸
場
、
公
会
堂
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

ロ

キ
ャ
バ
レ
ー
、
ナ
イ
ト
ク
ラ
ブ
、
遊
技
場
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

ハ

貸
席
及
び
料
理
飲
食
店

ニ

百
貨
店
及
び
マ
ー
ケ
ッ
ト

ホ

旅
館
及
び
ホ
テ
ル

ヘ

病
院
、
診
療
所
及
び
助
産
所

ト

盲
学
校
、
ろ
う
学
校
、
養
護
学
校
及
び
幼
稚
園

チ

公
衆
浴
場
の
う
ち
、
蒸
気
浴
場
、
熱
気
浴
場
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の

二

地
下
室
そ
の
他
の
地
下
（
前
号
に
掲
げ
る
特
定
地
下
街
等
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
「

特
定
地
下
室
等
」
と
い
う
。
）

イ

特
定
用
途
建
築
物
の
地
階
で
、
床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

ロ

特
定
複
合
用
途
建
築
物
の
地
階
の
う
ち
、
床
面
積
の
合
計
が
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
、
か
つ
、
特
定
用
途

に
供
さ
れ
る
部
分
の
床
面
積
の
合
計
が
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の

三

前
二
号
に
掲
げ
る
地
下
室
等
以
外
の
も
の
（
個
別
住
宅
の
地
下
室
を
除
く
。
）

（
緊
急
遮
断
装
置
を
必
要
と
し
な
い
地
下
室
等
の
範
囲
）

第
四
条

規
則
第
十
八
条
第
二
十
一
号
た
だ
し
書
の
告
示
で
定
め
る
地
下
室
等
は
、
前
条
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ

る
地
下
室
等
と
す
る
。

（
器
具
の
設
置
方
法
）

第
五
条

規
則
第
十
八
条
第
二
十
二
号
本
文
及
び
規
則
第
四
十
四
条
第
二
号
イ(

)

の
告
示
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の

12

各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

規
則
第
十
八
条
第
二
十
二
号
イ
、
ロ
及
び
ハ
並
び
に
規
則
第
四
十
四
条
第
二
号
イ(

)
(

ⅰ)
(

ⅱ)

及
び(

ⅲ)

の

12

機
器
は
、
作
動
状
況
の
確
認
、
交
換
等
が
容
易
に
行
え
る
位
置
に
設
置
す
る
こ
と
。

二

規
則
第
十
八
条
第
二
十
二
号
ロ
及
び
規
則
第
四
十
四
条
第
二
号
イ(

)
(

ⅱ)

の
液
化
石
油
ガ
ス
用
ガ
ス
漏
れ
警

12

報
器
（
以
下
「
警
報
器
」
と
い
う
。
）
は
、
第
十
三
条
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

三

規
則
第
十
八
条
第
二
十
二
号
ハ
及
び
規
則
第
四
十
四
条
第
二
号
イ(

)
(

ⅲ)

の
対
震
遮
断
器
は
、
地
震
動
以
外

12



の
震
動
に
よ
り
作
動
し
な
い
位
置
に
設
置
す
る
こ
と
。

第
六
条

規
則
第
十
八
条
第
二
十
二
号
た
だ
し
書
及
び
第
四
十
四
条
第
二
号
イ(

)

た
だ
し
書
の
告
示
で
定
め
る
場
合

12

は
、
第
十
二
条
各
号
の
機
器
が
設
置
さ
れ
て
い
る
場
合
と
す
る
。

第
七
条

削
除

第
八
条

削
除

（
燃
焼
器
の
区
分
）

第
九
条

規
則
第
四
十
四
条
第
一
号
ヲ
の
告
示
で
定
め
る
燃
焼
器
の
区
分
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

移
動
式
燃
焼
器

二

前
号
に
掲
げ
る
燃
焼
器
以
外
の
燃
焼
器

（
末
端
ガ
ス
栓
と
燃
焼
器
と
の
接
続
方
法
）

第
十
条

規
則
第
四
十
四
条
第
一
号
ヲ
の
告
示
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
各
号
の
と
お
り
と
す
る
。

一

末
端
ガ
ス
栓
（
過
流
出
安
全
機
構
を
内
蔵
す
る
も
の
を
除
く
）
と
移
動
式
燃
焼
器
と
は
、
次
の
イ
、
ロ
又
は
ハ

に
よ
り
接
続
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

イ

直
接
ね
じ
に
よ
り
接
続
さ
れ
て
い
る
こ
と

ロ

金
属
管
、
金
属
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
ホ
ー
ス
又
は
液
化
石
油
ガ
ス
用
継
手
金
具
付
低
圧
ホ
ー
ス
（
以
下
単
に
「
低

圧
ホ
ー
ス
」
と
い
う
。
）
（
屋
内
で
使
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
ホ
ー
ス
部
分
が
鋼
線
で
補
強
さ
れ
て
い
る

も
の
に
限
る
。
以
下
、
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
用
い
て
ね
じ
に
よ
り
接
続
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ

両
端
に
ね
じ
又
は
迅
速
継
手
の
付
い
た
燃
焼
器
ホ
ー
ス
（
ホ
ー
ス
部
分
が
鋼
線
で
補
強
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。

以
下
、
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
用
い
て
ね
じ
又
は
迅
速
継
手
に
よ
り
接
続
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

二

末
端
ガ
ス
栓
（
過
流
出
安
全
機
構
を
内
蔵
す
る
も
の
を
除
く
）
と
前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
燃
焼
器
以
外
の
燃
焼

器
と
は
、
次
の
イ
又
は
ロ
に
よ
り
接
続
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

イ

直
接
ね
じ
に
よ
り
接
続
さ
れ
て
い
る
こ
と

ロ

金
属
管
、
金
属
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
ホ
ー
ス
、
低
圧
ホ
ー
ス
又
は
両
端
に
ね
じ
若
し
く
は
迅
速
継
手
の
付
い
た
燃

焼
器
用
ホ
ー
ス
を
用
い
て
ね
じ
に
よ
り
接
続
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

三

過
流
出
安
全
機
構
を
内
蔵
す
る
末
端
ガ
ス
栓
と
移
動
式
燃
焼
器
と
は
、
次
の
イ
、
ロ
、
ハ
又
は
ニ
に
よ
り
接
続

さ
れ
て
い
る
こ
と
。

イ

直
接
ね
じ
に
よ
り
接
続
さ
れ
て
い
る
こ
と

ロ

金
属
管
、
金
属
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
ホ
ー
ス
又
は
低
圧
ホ
ー
ス
を
用
い
て
ね
じ
に
よ
り
接
続
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ

両
端
に
ね
じ
又
は
迅
速
継
手
の
付
い
た
燃
焼
器
用
ホ
ー
ス
を
用
い
て
ね
じ
に
よ
り
接
続
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ニ

ゴ
ム
管
を
用
い
て
接
続
さ
れ
、
接
続
部
が
ホ
ー
ス
部
が
ホ
ー
ス
バ
ン
ド
で
締
め
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

四

過
流
出
安
全
機
構
を
内
蔵
す
る
末
端
ガ
ス
栓
と
前
条
第
一
号
に
掲
げ
る
燃
焼
器
以
外
の
燃
焼
器
と
は
、
第
二
号

の
イ
又
は
ロ
に
よ
り
接
続
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

２

前
項
の
方
法
に
よ
る
接
続
に
お
い
て
金
属
管
を
用
い
て
接
続
す
る
と
き
は
、
接
続
具
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
燃
焼
器
と
接
続
さ
れ
な
い
で
設
置
さ
れ
て
い
る
末
端
ガ
ス
栓
の
設
置
方
法
）

第
十
一
条

規
則
第
四
十
四
条
第
一
号
ヲ
た
だ
し
書
の
燃
焼
器
と
接
続
さ
れ
な
い
で
設
置
さ
れ
て
い
る
末
端
ガ
ス
栓
の

設
置
方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

安
全
機
構
を
内
蔵
す
る
こ
と
。

二

金
属
製
の
栓
を
ね
じ
に
よ
り
接
続
す
る
こ
と
。

（
警
報
器
を
設
置
し
な
く
て
も
よ
い
燃
焼
器
）

第
十
二
条

規
則
第
四
十
四
条
第
一
号
カ
の
告
示
で
定
め
る
燃
焼
器
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。



一

屋
外
に
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の

二

第
十
条
各
号
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
末
端
ガ
ス
栓
と
接
続
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
立
ち
消
え
安

全
装
置
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
も
の

三

常
時
設
置
さ
れ
て
い
な
い
も
の
（
第
三
条
第
一
号
イ
か
ら
チ
ま
で
に
掲
げ
る
施
設
又
は
建
築
物
に
設
置
さ
れ
て

い
る
も
の
を
除
く
。
）

四

浴
室
内
に
設
置
さ
れ
て
い
る
も
の

（
燃
焼
器
の
設
置
方
法
）

第
十
三
条

規
則
第
四
十
四
条
第
一
号
カ
の
告
示
で
定
め
る
燃
焼
器
の
設
置
方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と

す
る
。

一

特
定
地
下
街
等
及
び
特
定
地
下
室
等
に
係
る
燃
焼
器
は
、
次
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
設
け
ら
れ
た
警
報
器
の
検

知
区
域
に
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

イ

一
体
型
の
警
報
器
又
は
一
体
型
以
外
の
警
報
器
に
あ
っ
て
は
検
知
部
（
以
下
「
検
知
部
等
」
と
い
う
。
）
は

、
燃
焼
器
が
設
置
さ
れ
て
い
る
室
内
で
あ
っ
て
、
壁
面
の
次
の(

１)

及
び(

２)

に
適
合
す
る
点
検
に
便
利
な
場

所
（
出
入
口
付
近
等
外
部
の
気
流
が
流
通
す
る
場
所
、
換
気
口
等
の
空
気
吹
き
出
し
口
か
ら
一
・
五
メ
ー
ト
ル

以
内
の
場
所
、
燃
焼
器
の
廃
ガ
ス
に
触
れ
や
す
い
場
所
等
ガ
ス
漏
れ
を
有
効
に
検
知
で
き
な
い
場
所
を
除

く
。
）
に
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

(

１)

燃
焼
器
か
ら
水
平
距
離
で
四
メ
ー
ト
ル
以
内
に
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

(

２)

検
知
部
等
の
上
端
は
、
床
面
の
上
方
〇
・
三
メ
ー
ト
ル
以
内
の
位
置
に
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ロ

警
報
器
の
中
継
部
が
、
次
の(

１)

及
び(

２
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、

受
信
部
か
ら
検
知
部
等
に
至
る
導
通
の
確
認
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
又
は
接
続
で
き
る
回
線
数
が
五
以
下

の
受
信
部
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

(

１)

回
線
ご
と
に
導
通
の
確
認
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
受
信
部
と
検
知
部
等
の
間
に
中
継
部
が
設
け
ら

れ
て
い
る
こ
と
。

(

２)

そ
の
他
中
継
部
を
設
け
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
中
継
部
は
点
検
に
便
利
で
、
か
つ
、
防
火
上
有
効
な
措
置

を
講
じ
た
箇
所
に
設
置
さ
れ
、
検
知
部
等
か
ら
発
せ
ら
れ
た
信
号
を
受
信
し
、
こ
れ
を
受
信
部
に
発
信
し
、

又
は
警
報
を
発
す
る
装
置
等
に
発
信
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ハ

警
報
器
の
受
信
部
（
一
級
の
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
、
次
の(

)

か
ら(

)
ま

1

7

で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

(

１)

検
知
部
等
又
は
中
継
部
か
ら
発
せ
ら
れ
た
信
号
を
適
確
に
受
信
し
て
当
該
検
知
部
等
に
係
る
警
戒
区
域
又
は

検
知
区
域
を
表
示
で
き
る
よ
う
に
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

(

２)

操
作
ス
イ
ッ
チ
は
、
操
作
が
容
易
な
箇
所
に
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

(

３)

音
響
装
置
（
ガ
ス
漏
れ
表
示
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
の
音
圧
及
び
音
色
が
他
の
警
報
音
や
騒
音
と
明
ら
か

に
区
別
し
て
聞
き
取
れ
る
よ
う
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

(

４)

保
安
状
況
を
常
時
監
視
で
き
る
場
所
（
中
央
管
理
室
が
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
当
該
中
央
管
理
室
）
に

設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

(

５)

受
信
部
が
設
置
さ
れ
て
い
る
場
所
に
は
、
当
該
受
信
部
と
接
続
さ
れ
た
検
知
部
等
に
係
る
警
戒
区
域
又
は
検

知
区
域
の
一
覧
図
が
備
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

(

６)

受
信
部
が
設
置
さ
れ
て
い
る
場
所
に
は
、
次
の(

ⅰ)

か
ら(

ⅲ)

ま
で
の
基
準
に
適
合
す
る
音
声
に
よ
り
ガ
ス

漏
れ
の
発
生
を
建
築
物
等
の
関
係
者
及
び
利
用
者
に
警
報
す
る
装
置
（
以
下
「
音
声
警
報
装
置
」
と
い

う
。
）
が
備
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
非
常
の
場
合
に
有
効
に
作
動
で
き
る
放
送
設
備
が
設
置
さ
れ



て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
有
効
範
囲
内
の
部
分
に
つ
い
て
音
声
警
報
装
置
は
設
け
な
い
こ
と
が
で
き

る
。

（
ⅰ
）
音
圧
及
び
音
色
は
、
他
の
警
報
音
や
騒
音
と
明
ら
か
に
区
別
し
て
聞
き
と
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。

（
ⅱ
）
ス
ピ
ー
カ
ー
は
、
各
階
ご
と
に
、
そ
の
階
の
各
部
分
か
ら
一
の
ス
ピ
ー
カ
ー
ま
で
の
水
平
距
離
が
二

十
五
メ
ー
ト
ル
以
下
と
な
る
よ
う
に
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

（
ⅲ
）

一
の
特
定
地
下
街
等
又
は
一
の
特
定
地
下
室
等
に
二
以
上
の
受
信
部
が
設
置
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、

こ
れ
ら
の
受
信
部
が
あ
る
い
ず
れ
の
場
所
か
ら
も
作
動
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

(

７)

一
の
特
定
地
下
街
等
又
は
一
の
特
定
地
下
室
等
に
二
以
上
の
受
信
部
が
設
置
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
こ
れ

ら
の
受
信
部
の
あ
る
場
所
相
互
間
で
同
時
に
通
話
す
る
こ
と
が
で
き
る
設
備
が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

ニ

表
示
灯
に
よ
り
ガ
ス
漏
れ
の
発
生
を
通
路
に
い
る
建
築
物
等
の
関
係
者
に
警
報
す
る
装
置
（
以
下
「
ガ
ス
漏

れ
表
示
灯
」
と
い
う
。
）
が
、
次
の(
１)
及
び(

２)

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ

し
、
一
の
警
戒
区
域
が
一
の
店
舗
等
か
ら
な
る
場
合
及
び
検
知
部
等
若
し
く
は
中
継
部
か
ら
発
せ
ら
れ
た
信
号

を
適
確
に
受
信
し
て
当
該
検
知
部
等
に
係
る
検
知
区
域
を
表
示
で
き
る
よ
う
受
信
部
が
設
置
さ
れ
て
い
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
ガ
ス
漏
れ
表
示
灯
を
設
け
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

(

１)

検
知
部
等
の
設
置
さ
れ
る
店
舗
等
が
通
路
に
面
し
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
店
舗
等
ご
と
に
当
該
店
舗

等
の
通
路
に
面
す
る
部
分
の
出
入
口
付
近
に
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

(

２)

前
方
三
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
箇
所
で
点
灯
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
識
別
で
き
る
よ
う
設
置
さ
れ
て
い
る

こ
と
。

ホ

音
響
に
よ
り
ガ
ス
漏
れ
の
発
生
を
検
知
区
域
に
お
い
て
建
築
物
等
の
関
係
者
に
警
報
す
る
装
置
（
以
下
「
検

知
区
域
警
報
装
置
」
と
い
う
。
）
が
、
当
該
検
知
区
域
警
報
装
置
か
ら
前
方
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
箇
所
で
音
圧

が
七
十
デ
シ
ベ
ル
以
上
と
な
る
よ
う
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
警
報
機
能
を
有
す
る
検
知
部
等
が
設

置
さ
れ
て
い
る
場
合
及
び
機
械
室
等
常
時
人
が
い
な
い
場
所
に
検
知
部
等
が
設
置
さ
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
検
知
区
域
警
報
装
置
を
設
け
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

ヘ

配
線
は
、
次
の(

１)

か
ら(

３)

ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

(

１)

常
時
開
路
式
の
検
知
部
等
の
信
号
回
路
は
、
容
易
に
導
通
試
験
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
当
該
回
路

の
末
端
に
終
端
器
が
設
け
ら
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
一
の
回
路
に
一
の
検
知
部
等
を
接
続
す
る
場
合
を
除
き

、
送
り
配
線
で
あ
る
こ
と
。

(

２)

電
源
回
路
と
大
地
の
間
及
び
電
源
回
路
の
配
線
相
互
間
の
絶
縁
抵
抗
は
、
直
流
五
百
ボ
ル
ト
の
絶
縁
抵
抗

計
に
よ
り
測
定
し
た
値
で
、
電
源
回
路
の
対
地
電
圧
が
百
五
十
ボ
ル
ト
以
下
の
場
合
は
〇
・
一
メ
グ
オ
ー
ム

以
上
、
電
源
回
路
の
対
地
電
圧
が
百
五
十
ボ
ル
ト
を
超
え
る
場
合
は
〇
・
二
メ
グ
オ
ー
ム
以
上
、
検
知
部
等

回
路
及
び
附
属
装
置
回
路
（
そ
れ
ぞ
れ
の
電
源
回
路
を
除
く
。
）
と
大
地
と
の
間
及
び
そ
れ
ぞ
れ
の
回
路
の

配
線
相
互
間
の
絶
縁
抵
抗
は
、
警
戒
区
域
又
は
検
知
区
域
ご
と
に
直
流
五
百
ボ
ル
ト
の
絶
縁
抵
抗
計
で
測
定

し
た
値
で
〇
・
一
メ
グ
オ
ー
ム
以
上
で
あ
る
こ
と
。

(

３)

次
の(

ⅰ)

及
び(

ⅱ)

に
掲
げ
る
回
路
方
式
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
。

(

ⅰ)

接
地
電
極
に
常
時
直
流
電
流
が
流
れ
る
回
路
方
式

(

ⅱ)

検
知
部
等
又
は
中
継
部
が
接
続
さ
れ
る
回
路
と
他
の
設
備
（
当
該
設
備
が
接
続
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
ガ

ス
漏
れ
信
号
の
伝
達
に
影
響
が
及
ば
な
い
も
の
を
除
く
。
）
の
回
路
と
同
一
の
配
線
を
共
用
す
る
回
路

方
式

ト

電
源
は
、
次
の

(

１)

か
ら(

３)

ま
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。



(

１)

電
源
は
、
蓄
電
池
又
は
交
流
低
圧
屋
内
幹
線
か
ら
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

(

２)

警
報
器
の
電
源
た
る
蓄
電
池
又
は
交
流
低
圧
屋
内
幹
線
か
ら
の
当
該
電
源
の
た
め
の
配
線
は
、
当
該
配
線

以
外
の
配
線
が
分
岐
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

(

３)
電
源
の
開
閉
器
に
は
、
警
報
器
用
の
も
の
で
あ
る
旨
が
表
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

チ

非
常
電
源
は
、
蓄
電
池
設
備
で
あ
っ
て
、
当
該
設
備
を
用
い
て
警
報
器
を
十
分
間
以
上
に
わ
た
り
、
二
回
線

を
有
効
に
作
動
さ
せ
る
と
と
も
に
そ
の
他
の
回
線
を
監
視
状
態
に
お
く
こ
と
が
で
き
る
容
量
を
有
す
る
も
の
が

設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
警
報
器
の
予
備
電
源
又
は
蓄
電
池
設
備
を
用
い
て
一
分
間
以
上
に
わ
た
り

二
回
線
を
有
効
に
作
動
さ
せ
る
と
と
も
に
そ
の
他
の
回
線
を
監
視
状
態
に
お
く
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
有
効
に
作
動
す
る
自
家
発
電
設
備
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

リ

警
報
器
は
、
検
知
部
等
及
び
受
信
部
の
標
準
遅
延
時
間
の
合
計
が
六
十
秒
以
内
に
な
る
よ
う
設
置
さ
れ
て
い

る
こ
と
。

ヌ

警
報
器
は
、
次
の(

１)

及
び(

２)

に
掲
げ
る
場
合
に
受
信
部
に
お
い
て
ガ
ス
漏
れ
表
示
と
同
様
な
表
示
を
行

わ
な
い
よ
う
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

(

１)

配
線
の
一
に
地
絡
そ
の
他
当
該
警
報
器
に
係
る
電
圧
又
は
電
流
が
変
化
し
た
場
合

(

２)

振
動
又
は
衝
撃
を
受
け
た
場
合

ル

警
報
器
の
警
戒
区
域
は
、
次
の(

１)

及
び(

２)

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

(

１)

一
の
警
戒
区
域
の
面
積
は
、
六
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
と
な
る
よ
う
に
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、

当
該
警
戒
区
域
内
の
ガ
ス
漏
れ
表
示
灯
が
通
路
の
中
央
か
ら
容
易
に
見
通
す
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
千
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
と
な
る
よ
う
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

２)

一
の
警
戒
区
域
は
、
一
の
階
に
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
一
の
警
戒
区
域
の
面
積
を
五
百
平
方

メ
ー
ト
ル
以
下
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
の
階
に
わ
た
っ
て
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

二

前
号
に
掲
げ
る
地
下
室
等
以
外
の
地
下
室
等
及
び
規
則
第
八
十
六
条
各
号
に
掲
げ
る
施
設
若
し
く
は
建
築
物
（

地
下
室
等
を
除
く
。
）
に
係
る
燃
焼
器
（
第
十
二
条
に
規
定
す
る
燃
焼
器
を
除
く
。
）
は
、
前
号
イ
及
び
ホ
に
掲

げ
る
方
法
に
よ
り
警
報
器
の
検
知
区
域
に
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

（
常
時
監
視
す
る
必
要
が
あ
る
地
下
室
等
）

第
十
四
条

規
則
第
四
十
四
条
第
一
号
カ
の
告
示
で
定
め
る
地
下
室
等
は
、
第
三
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
地

下
室
等
と
す
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則[

平
成
一
二
年
九
月
二
六
日
告
示
第
五
七
四
号]

こ
の
告
示
は
、
平
成
一
二
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則[

平
成
一
二
年
一
二
月
五
日
告
示
七
〇
一
号]

こ
の
告
示
は
、
交
付
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則[

平
成
一
七
年
三
月
一
日
告
示
第
四
二
号]

こ
の
告
示
は
、
平
成
一
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る

（
平
成
二
十
年
五
月
三
十
日
告
示
第
百
十
六
号
は
、
平
成
二
十
年
五
月
三
十
日
か
ら
運
用
す
る
。
）

附

則[

平
成
二
八
年
一
月
二
二
日
告
示
第
八
号]

告
示
第
八
号
は
液
化
石
油
ガ
ス
販
売
事
業
者
の
認
定
に
係
る
保
安
確
保
機
器
の
設
置
等
の
細
目
を
定
め
る
告
示

等
の
細
目
を
定
め
る
告
示
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示



こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則[

平
成
二
九
年
三
月
三
一
日
告
示
八
六
号]

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
、
現
に
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
供
給
設
備
、
消
費
設
備
及
び
特
定
供
給
設
備
に

関
す
る
技
術
基
準
等
の
細
目
を
定
め
る
告
示
（
以
下
「
旧
告
示
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
四
号
ロ
に
規
定
す
る
ゴ
ム

管
（
そ
の
両
端
が
迅
速
継
手
に
よ
り
接
続
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
、
第
五
号
に
規
定
す
る
塩
化
ビ
ニ
ル
ホ
ー
ス
及

び
第
六
号
ハ
に
規
定
す
る
過
流
出
安
全
機
構
を
内
蔵
す
る
接
続
具
の
材
料
及
び
構
造
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
四
年

四
月
一
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
条

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
、
現
に
旧
告
示
第
十
条
第
一
号
イ
、
第
二
号
イ
、
第
三
号
及
び
第
四
号
の
液
化
石
油

ガ
ス
用
継
手
金
具
付
低
圧
ホ
ー
ス
で
あ
っ
て
、
ホ
ー
ス
部
分
が
鋼
線
で
補
強
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
屋
内
で
使
用
さ

れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
条

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
、
現
に
旧
告
示
第
十
条
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
両
端
に
迅
速
継
手
の
付
い
た
ゴ
ム
管

又
は
両
端
に
迅
速
継
手
の
付
い
た
塩
化
ビ
ニ
ル
ホ
ー
ス
、
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
両
端
に
迅
速
継
手
の
付
い
た
ゴ
ム

管
又
は
両
端
に
迅
速
継
手
の
付
い
た
塩
化
ビ
ニ
ル
ホ
ー
ス
、
同
号
ロ
に
規
定
す
る
塩
化
ビ
ニ
ル
ホ
ー
ス
（
そ
の
両
端

に
ゴ
ム
継
手
の
付
い
た
も
の
に
限
る
。
）
及
び
第
四
号
に
規
定
す
る
両
端
に
迅
速
継
手
の
付
い
た
ゴ
ム
管
又
は
両
端

に
迅
速
継
手
の
付
い
た
塩
化
ビ
ニ
ル
ホ
ー
ス
を
用
い
た
末
端
ガ
ス
栓
と
燃
焼
器
と
の
接
続
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十

四
年
四
月
一
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。


